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在
留
外
国
人
の
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
率
が
わ
ず
か
四
十
三
・
四
％
で
あ
る
こ
と
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

令
和
六
年
五
月
十
五
日
の
衆
議
院
厚
生
労
働
委
員
会
に
お
い
て
、
武
見
厚
生
労
働
大
臣
（
当
時
）
は
、
日
本
国
籍
者
と
外
国

籍
者
の
社
会
保
障
の
給
付
と
負
担
の
実
態
の
把
握
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
、
日
本
人
、
外
国
人
を
区
分
し
た
統
計
を
取
っ
て
き

て
い
な
い
と
し
、
ど
の
よ
う
な
デ
ー
タ
を
把
握
す
べ
き
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
丁
寧
に
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
旨
を
答
弁

し
て
い
る
。 

 

ま
た
、
令
和
六
年
八
月
十
七
日
付
日
本
経
済
新
聞
朝
刊
に
お
い
て
、
日
本
に
暮
ら
す
外
国
人
を
め
ぐ
り
、
厚
生
労
働
省
が
、

年
金
や
医
療
な
ど
の
保
険
料
の
納
付
実
態
を
把
握
す
る
初
め
て
の
調
査
を
計
画
し
て
い
る
旨
の
報
道
が
さ
れ
て
い
る
。 

 

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
率
に
関
し
て
は
、
厚
生
労
働
省
年
金
局
が
公
表
し
た
、
令
和
五
年
度
の
国
民
年
金
の
加
入
・
保
険

料
納
付
状
況
（
令
和
六
年
六
月
）
で
、
令
和
五
年
度
の
最
終
納
付
率
（
令
和
三
年
度
分
保
険
料
）
は
八
十
三
・
一
％
と
さ
れ
て

い
る
。 

 

そ
の
一
方
で
、
在
留
外
国
人
の
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
率
に
つ
い
て
は
、
日
本
年
金
機
構
が
作
成
し
た
、
日
本
年
金
機
構

の
令
和
六
年
度
の
取
組
状
況
に
つ
い
て
（
令
和
六
年
十
二
月
二
十
五
日
第
七
十
六
回
社
会
保
障
審
議
会
年
金
事
業
管
理
部
会
提

出
資
料
）
で
、
「
年
金
局
の
集
計
で
は
、
外
国
人
の
国
民
年
金
保
険
料
の
令
和
五
年
度
の
最
終
納
付
率
（
令
和
三
年
度
分
保
険



 

２ 

 

料
）
は
四
十
三
・
四
％
」
と
さ
れ
て
い
る
。 

 

昨
年
、
厚
生
労
働
省
が
公
表
し
た
令
和
六
年
財
政
検
証
で
は
、
外
国
人
の
入
国
超
過
数
を
人
口
推
計
の
前
提
に
し
て
見
通
し

を
試
算
し
て
お
り
、
外
国
人
を
年
金
の
支
え
手
と
し
て
期
待
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
が
、
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
率

が
約
四
十
三
％
と
半
数
に
も
満
た
な
い
状
況
で
は
、
も
は
や
国
民
年
金
制
度
が
崩
壊
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
評
価
せ
ざ
る

を
得
な
い
と
考
え
る
。 

 

我
が
国
に
お
け
る
年
金
制
度
の
持
続
可
能
性
を
確
保
し
て
い
く
た
め
に
は
、
外
国
人
か
ら
の
確
実
な
保
険
料
徴
収
や
外
国
人

の
年
金
制
度
の
在
り
方
の
検
討
も
含
め
て
、
早
急
な
対
策
を
取
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。 

 

こ
れ
ま
で
の
私
の
取
組
で
あ
る
、
外
国
人
の
国
民
健
康
保
険
料
等
の
滞
納
率
が
日
本
人
の
三
な
い
し
四
倍
に
上
る
こ
と
を
指

摘
し
た
質
問
主
意
書
（
令
和
六
年
十
二
月
十
三
日
提
出
）
や
外
国
人
に
よ
る
運
転
免
許
証
の
切
替
制
度
悪
用
を
指
摘
し
た
質
問

主
意
書
（
令
和
七
年
二
月
十
三
日
提
出
）
と
同
様
に
、
本
質
問
主
意
書
は
、
急
増
す
る
在
留
外
国
人
に
対
し
、
日
本
の
法
制
度

が
対
応
で
き
て
い
な
い
実
態
を
明
ら
か
に
し
、
日
本
国
民
が
被
っ
て
い
る
不
利
益
を
回
復
す
る
た
め
に
、
日
本
保
守
党
所
属
議

員
と
し
て
政
府
へ
移
民
政
策
の
是
正
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。 

 

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
、
以
下
質
問
す
る
。 
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一 

前
記
の
新
聞
報
道
で
示
さ
れ
て
い
る
、
年
金
や
医
療
な
ど
の
保
険
料
の
納
付
実
態
を
把
握
す
る
た
め
の
調
査
の
検
討
状
況

に
つ
い
て 

 

１ 

調
査
の
実
施
主
体
、
実
施
時
期
、
対
象
者
及
び
内
容
を
そ
れ
ぞ
れ
可
能
な
限
り
具
体
的
に
お
示
し
願
い
た
い
。 

 

２ 

前
記
の
「
年
金
局
の
集
計
で
は
、
外
国
人
の
国
民
年
金
保
険
料
の
令
和
五
年
度
の
最
終
納
付
率
（
令
和
三
年
度
分
保
険

料
）
は
四
十
三
・
四
％
」
と
の
調
査
結
果
は
、
前
記
の
武
見
厚
生
労
働
大
臣
（
当
時
）
の
答
弁
や
前
記
の
新
聞
記
事
に
掲

載
さ
れ
た
実
態
把
握
の
検
討
結
果
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
か
、
両
者
の
関
係
を
お
示
し
願
い
た
い
。 

二 

在
留
外
国
人
の
国
民
年
金
保
険
料
の
未
納
の
原
因
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
の
政
府
の
見
解
を
お
示
し
願
い

た
い
。 

三 

在
留
外
国
人
の
国
民
年
金
保
険
料
の
令
和
五
年
度
の
最
終
納
付
率
が
四
十
三
・
四
％
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
日
本
年
金

機
構
の
担
当
者
は
、
前
記
の
審
議
会
に
お
い
て
、
納
付
率
が
低
い
水
準
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
旨
を
発
言
し
て

い
る
。 

 

１ 

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
政
府
と
し
て
の
評
価
及
び
見
解
を
そ
れ
ぞ
れ
お
示
し
願
い
た
い
。 

 

２ 

こ
の
数
値
を
改
善
す
べ
き
も
の
と
評
価
し
て
い
る
場
合
、
外
国
人
の
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
率
向
上
の
た
め
に
政
府



 

４ 

 

が
必
要
と
考
え
る
取
組
を
、
納
付
率
の
数
値
目
標
及
び
達
成
時
期
と
あ
わ
せ
て
そ
れ
ぞ
れ
お
示
し
願
い
た
い
。 

四 
国
民
年
金
の
第
一
号
被
保
険
者
に
つ
い
て
、
外
国
人
の
保
険
料
納
付
率
が
最
も
低
い
三
都
道
府
県
並
び
に
当
該
都
道
府
県

に
お
け
る
直
近
の
年
度
の
国
籍
別
及
び
在
留
資
格
別
の
外
国
人
の
人
数
及
び
保
険
料
納
付
率
を
そ
れ
ぞ
れ
可
能
な
限
り
お
示

し
願
い
た
い
。 

五 

国
民
年
金
保
険
料
を
未
納
の
ま
ま
帰
国
し
た
外
国
人
に
つ
い
て
、
直
近
年
度
の
人
数
及
び
帰
国
し
た
外
国
人
全
体
に
対
す

る
割
合
を
そ
れ
ぞ
れ
可
能
な
限
り
お
示
し
願
い
た
い
。 

六 

在
留
外
国
人
が
我
が
国
の
年
金
制
度
か
ら
脱
退
す
る
際
に
支
給
さ
れ
る
脱
退
一
時
金
の
金
額
は
、
そ
も
そ
も
多
く
て
も
納

付
し
た
保
険
料
の
半
分
で
あ
り
、
例
え
ば
年
金
保
険
料
の
支
払
い
期
間
が
六
か
月
で
あ
る
場
合
と
十
一
か
月
の
場
合
と
で
支

給
額
が
変
わ
ら
な
い
な
ど
、
当
該
外
国
人
が
支
払
っ
た
額
に
対
応
し
て
い
な
い
と
考
え
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
例
え
ば
中
国

で
は
、
日
本
人
の
企
業
従
業
員
は
同
国
の
年
金
制
度
に
加
入
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
年
金
受
給
資
格

期
間
に
満
た
な
い
加
入
者
に
つ
い
て
は
個
人
負
担
分
で
あ
る
「
個
人
養
老
金
口
座
」
残
高
の
一
括
返
金
が
認
め
ら
れ
る
と
認

識
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
我
が
国
と
外
国
と
で
年
金
制
度
を
脱
退
す
る
際
の
扱
い
に
は
不
平
等
が
生
じ
て
い
る
と
考
え

る
。
こ
の
こ
と
が
、
外
国
人
の
年
金
保
険
料
を
支
払
う
意
欲
を
失
わ
せ
、
滞
納
の
一
因
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
も



 

５ 

 

思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
外
国
人
の
年
金
保
険
料
納
付
を
促
す
た
め
に
も
現
行
の
脱
退
一
時
金
の
支
給
額
を
見
直
す
必
要
が
あ

る
と
も
思
わ
れ
る
が
、
政
府
の
見
解
を
お
示
し
願
い
た
い
。 

七 

直
近
の
年
度
に
お
い
て
、
我
が
国
が
社
会
保
障
協
定
を
締
結
し
て
い
る
国
の
数
並
び
に
締
結
し
て
い
な
い
国
で
当
該
国
出

身
の
在
留
外
国
人
の
多
い
国
（
上
位
三
か
国
）
及
び
人
数
を
そ
れ
ぞ
れ
可
能
な
限
り
お
示
し
願
い
た
い
。 

八 

現
状
の
ま
ま
で
は
、
年
金
保
険
料
を
支
払
わ
な
い
ま
ま
我
が
国
で
高
齢
者
と
な
り
低
年
金
又
は
無
年
金
の
た
め
に
生
活
保

護
を
受
給
す
る
こ
と
に
な
る
外
国
人
が
増
加
し
て
い
く
こ
と
が
危
惧
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
直
近
の
年
度
に
お
い
て
、
生
活
保
護

受
給
者
に
占
め
る
外
国
人
の
割
合
及
び
低
年
金
又
は
無
年
金
に
よ
り
生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
外
国
人
の
数
を
そ
れ
ぞ
れ
可

能
な
限
り
お
示
し
願
い
た
い
。 

九 

直
近
年
度
に
お
い
て
、
国
民
年
金
保
険
料
の
未
納
者
及
び
滞
納
者
並
び
に
生
活
保
護
を
受
給
し
て
い
る
外
国
人
で
あ
っ

て
、
「
経
営
・
管
理
」
の
在
留
資
格
で
我
が
国
に
入
国
し
た
者
の
数
を
可
能
な
限
り
お
示
し
願
い
た
い
。 

十 

低
年
金
又
は
無
年
金
の
外
国
人
に
対
し
て
生
活
保
護
を
行
う
必
要
性
が
あ
る
の
か
に
つ
い
て
、
法
的
根
拠
も
含
め
て
政
府

の
見
解
を
お
示
し
願
い
た
い
。 

十
一 

外
国
人
の
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
率
が
こ
れ
ほ
ど
低
い
現
状
に
鑑
み
れ
ば
、
現
在
、
国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
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法
律
第
百
四
十
一
号
）
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
外
国
人
に
つ
い
て
、
同
法
の
対
象
か
ら
外
し
た
上
で
、
そ
れ
ら
の
外
国
人
を

対
象
と
し
た
新
た
な
年
金
制
度
を
創
設
す
べ
き
と
考
え
る
。
こ
の
よ
う
な
制
度
設
計
の
メ
リ
ッ
ト
及
び
デ
メ
リ
ッ
ト
に
つ
い

て
、
政
府
の
見
解
を
そ
れ
ぞ
れ
お
示
し
願
い
た
い
。 

 

右
質
問
す
る
。 


